
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

20
歳
以
上
の
学
生
の
皆
さ
ん

　
学
生
納
付
特
例
制
度
は
ご
存
知
で
す
か
？

　

国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
20
歳
以
上
の
学

生
の
方
で
す
。

　

な
お
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ
れ
る

方
は
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
さ
れ
る
方
は
、
学
生
証
ま
た
は
在

学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書
を
持
っ
て
草
津

年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
支
給
さ
れ
る
「
老
齢
基
礎
年

金
」
の
受
給
に
必
要
な
期
間
（
受
給
資
格

期
間
）
に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一
の
場

合
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年
金
」
や

「
遺
族
基
礎
年
金
」
の
受
給
資
格
期
間
に

も
反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納

さ
れ
る
と
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
草
津
年

金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先	
草
津
年
金
事
務
所	

☎
0
7
7-

5
6
7-

2
2
2
0

	

住
民
課　
保
険
年
金
担
当	

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4           

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当	

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

　
施
術
を
受
け
る
と
き
は
、健
康
保
険
の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
の
対
象
と
な
る
施
術

保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
術

◇ 

医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
骨
折
、

脱だ
っ

臼き
ゅ
う、
打だ

撲ぼ
く

、
ね
ん
ざ
、
肉
離
れ

な
ど
と
診
断
ま
た
は
判
断
さ
れ
、

施
術
を
受
け
た
と
き

※ 

骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、

応
急
手
当
を
す
る
場
合
を
除
き
、

あ
ら
か
じ
め
医
師
の
同
意
を
得
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

◆ 

単
な
る
疲
労
や
慢
性
的
な
要
因
か

ら
く
る
肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労

◆ 

脳の
う

疾し
っ

患か
ん

後こ
う

遺い

症し
ょ
うな
ど
の
慢
性
病
や

症
状
の
改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期

の
施
術

◆ 
仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負

傷
（
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
場

合
）
な
ど

　
施
術
を
受
け
る
際
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
、
正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

①  

負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

　
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ
る
施
術
の
場
合
は
、
住
民
課
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

②  

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

③  

療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

　
接
骨
院
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、
療
養
費
支
給
申
請
書
に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
申
請
書
に
は
、
傷
病
名
や
施
術
内
容
、
回
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

内
容
を
確
認
し
て
か
ら
署
名
し
ま
し
ょ
う
。

④  

領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う

　
領
収
証
は
保
管
し
て
お
き
、
医
療
費
通
知
で
金
額
・
日
数
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
領
収
証
は
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
に
も
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

◆ 
柔
道
整
復
師（
接
骨
院・整
骨
院
）の
か
か
り
方

施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意

施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
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大
津
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

相
続
に
よ
っ
て
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
そ
の
取
得
を
知
っ
た
日
か

ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、

10
万
円
以
下
の
過
料
の
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
相
続
登
記
を
促
進
す
る
税
制
上
の
措
置
（
課

税
標
準
額
1
0
0
万
円
以
下
の
土
地
の
相
続
登
記
申
請

の
免
税
措
置
等
）
も
令
和
４
年
４
月
か
ら
拡
充
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
大
津
地
方
法
務
局
東
近
江
出
張
所
（
☎

0
7
4
8-

2
2-

0
4
9
4
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

相
続
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ

　
　
　
「
自
筆
証
書
遺
言
保
管
制
度
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
こ
れ
ま
で
自
宅
等
で
自
筆
証
書
遺ゆ

い

言ご
ん

書
を
保
管
し
て
い
た
場
合
、
遺
族
が
遺
言

書
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
り
、
遺
言
書
の
改
ざ
ん
や
紛
失
の
お
そ
れ
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
手
数
料
3,
9
0
0
円
で
法
務
局
で
長
期
間
適
正

に
遺
言
書
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
遺
言
書

を
開
封
す
る
際
に
必
要
な
家
庭
裁
判
所
の
検
認
も
不
要
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
大
津
地
方
法
務

局
彦
根
支
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
6
年
4
月
か
ら

不
動
産
の
相
続
登
記
申
請
が

義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す

◆
問
い
合
わ
せ
先　
大
津
地
方
法
務
局
彦
根
支
局

☎
0
7
4
9-

2
2-

0
2
9
1

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　
【
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
つ
い
て
】　
企
画
振
興
課　
情
報
政
策
担
当

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
5
7

　
【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
】　
住
民
課　
住
民
担
当☎

0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
1

相続登記の
申請義務化特設ページ
（法務省ホームページ）

自筆証書遺言
保管制度について

（大津地方法務局ホームページ）

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
よ
う
！

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
…

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
手
続

き
を
行
う
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
す
。

　
転
出
届
、
児
童
手
当
の
各
種
申
請
な
ど
が
オ

ン
ラ
イ
ン
で
「
い
つ
で
も
」・「
ど
こ
で
も
」
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
利
用
で
き
る
行
政
手
続
き

• 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
す
る
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
行
政
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
日
野
町
で
取
り
扱
う
手
続

き
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

・ 

手
続
き
に
よ
っ
て
は
、
登
録
す
る
情
報
や
添

付
書
類
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
前

に
聞
き
取
り
や
申
請
後
に
面
談
を
行
う
な
ど

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
各
手
続
き
の
担
当
課
に
、

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
方
法

❶�

ロ
グ
イ
ン

① 

お
手
元
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
意
し

て
く
だ
さ
い
。

② 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
パ
ソ
コ
ン

ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
準
備
し
て
く
だ

さ
い
。

③ 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

④ 

「
ロ
グ
イ
ン
」
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ

さ
い
。

⑤ 
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号

（
数
字
４
桁
）
を
入
力
し
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
読
み
取
り
ま
す
。

❷ 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
登
録
（
ア
カ
ウ
ン

ト
の
作
成
）

❸ 

手
続
き
の
選
択
：
ロ
グ
イ
ン
後
、
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
に
表
示
さ
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
必
要

な
手
続
き
を
選
ん
で
進
め
ま
す
。

マイナポータル
公式ウェブサイト

町ホームページ
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